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２ 農 地 中 間 管 理 機 構 特 例 事 業 の 所 有 権 移 転 に 係 る 共 通 事 項 （ 機 構 売 渡 ）

農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 １ ８ 条 第 １ 項 又 は 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 第 １ ７ 条 の ２ ５
第 １ 項 に よ る 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 （ 以 下 「 本 計 画 」 と い う 。） の 定 め る と こ ろ に よ り 行 わ れ る
所 有 権 移 転 は 、 １ の 各 筆 明 細 に 定 め る も の の ほ か 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
（ １ ） 所 有 権 以 外 の 権 利 の 消 滅

所 有 権 を 移 転 す る 公 益 財 団 法 人 福 島 県 農 業 振 興 公 社 （ 以 下 「 機 構 」 と い う 。） は 、 当 該 土 地 に 第
三 者 の た め の 担 保 物 件 等 が 設 定 さ れ て い る と き は 、 当 該 権 利 を 消 滅 さ せ る と と も に 、 当 該 権 利 が 登
記 さ れ て い る 場 合 は 、 １ の 各 筆 明 細 に 記 載 さ れ た 所 有 権 の 移 転 時 期 ま で に そ の 登 記 を 抹 消 し な け れ
ば な ら な い 。

（ ２ ） 対 価 の 増 減 額 請 求
機 構 及 び 所 有 権 の 移 転 を 受 け る 者 （ 以 下 「 譲 受 人 」 と い う 。） は 、 当 該 土 地 の １ の 各 筆 明 細 に 記

載 さ れ た 面 積 と 実 測 面 積 と の 間 に 差 異 が あ っ て も 、異 議 を 述 べ ず 、ま た 、対 価 の 増 減 を 請 求 し な い 。
（ ３ ） 境 界 の 明 示

必 要 に 応 じ 機 構 は 、 当 該 土 地 の 引 渡 し の 時 期 ま で に 、 自 己 の 費 用 を も っ て 現 地 に お い て 隣 地 と の
境 界 を 明 示 す る 。

（ ４ ） 租 税 公 課 の 負 担
当 該 土 地 に 係 る 固 定 資 産 税 、土 地 改 良 賦 課 金 等 は 、そ の 所 有 権 の 移 転 日 の 属 す る 年 度 に つ い て は 、

機 構 が 負 担 す る 。
（ ５ ） 所 有 権 の 移 転 の 登 記

こ の 本 計 画 に よ る 所 有 権 の 移 転 の 登 記 は 、 機 構 の 申 請 に よ り 行 う も の と し 、 譲 受 人 は こ れ に 協 力
し な け れ ば な ら な い 。
ま た 、 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 に 基 づ く 本 計 画 に よ る 所 有 権 の 移 転 の 登 記 は 、 譲 受 人 の 請 求 に よ

り 、 県 の 嘱 託 に よ り 行 う も の と し 、 機 構 は こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
（ ６ ） 経 費 の 負 担

所 有 権 の 移 転 の 登 記 に 要 す る 経 費 は 、 譲 受 人 が 負 担 す る 。 そ の 他 の 経 費 に つ い て は 、 機 構 及 び 譲
受 人 が 協 議 し て 定 め る 。

（ ７ ） 債 務 不 履 行 に よ る 法 律 関 係 の 解 除
ア 機 構 又 は 譲 受 人 は 、 相 手 方 が 本 計 画 に 基 づ く 義 務 を 履 行 し な い と き は 、 本 計 画 に よ っ て 成 立
し た 法 律 関 係 を 解 除 す る こ と が で き る 。
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イ ア に よ り 法 律 関 係 を 解 除 し た と き は 、 機 構 は 譲 受 人 に 対 し て 損 害 賠 償 金 （ 違 約 金 ） の 支 払 い
を 請 求 す る こ と が で き る 。

ウ イ の 損 害 賠 償 金 （ 違 約 金 ） は 、 売 買 代 金 の ２ パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 と す る 。
（ ８ ） 土 地 の 滅 失 等

ア 本 計 画 の 公 告 後 、 当 該 土 地 の 引 渡 し の 時 期 ま で の 間 に 、 当 該 土 地 の 全 部 が 天 災 地 変 そ の 他 、
機 構 及 び 譲 受 人 の 責 に 帰 す べ か ら ざ る 理 由 に よ り 滅 失 そ の 他 の 事 由 に よ り 使 用 及 び 収 益 を す る
こ と が で き な く な っ た と き は 、 譲 受 人 は 本 計 画 に よ り 成 立 す る 法 律 関 係 を 解 除 す る こ と が で き
る 。

イ 本 計 画 の 公 告 後 、 当 該 土 地 の 引 渡 し の 時 期 ま で の 間 に 、 当 該 土 地 の 一 部 が 天 災 地 変 そ の 他 、
機 構 及 び 譲 受 人 の 責 に 帰 す べ か ら ざ る 理 由 に よ り 滅 失 そ の 他 の 事 由 に よ り 使 用 及 び 収 益 を す る
こ と が で き な く な っ た と き は 、 機 構 及 び 譲 受 人 は 本 計 画 に よ る １ の 各 筆 明 細 に 記 載 さ れ た 対 価
の 変 更 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 協 議 を す る 。

（ ９ ） 買 戻 特 約 （ 買 入 協 議 案 件 の 場 合 に 該 当 ）
譲 受 人 が 当 該 土 地 に 設 定 す る 所 有 権 の 移 転 時 期 か ら ５ 年 を 経 過 す る ま で の 間 に 利 用 権 設 定 等 を

行 っ た 場 合 、 機 構 は 当 該 土 地 の 買 戻 し を す る こ と が で き る 。
た だ し 、 譲 受 人 が 利 用 権 設 定 等 に つ い て 、 事 前 に 機 構 の 承 認 を 得 た 場 合 は 除 く 。

（ 10） 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 に 定 め ら れ た 法 律 関 係 の 失 効
１ の 各 筆 明 細 に 記 載 さ れ た 対 価 の 支 払 期 限 ま で に 対 価 の 全 部 の 支 払 が な さ れ な か っ た と き は 、 当

該 土 地 の 所 有 権 に 係 る 本 計 画 に 基 づ く 法 律 関 係 は 失 効 す る 。
（ 11） そ の 他

本 計 画 に 定 め の な い 事 項 及 び 本 計 画 に 関 し 疑 義 が 生 じ た と き は 、 機 構 、 譲 受 人 及 び 県 又 は 市 町 村
が 協 議 し て 定 め る 。


